
別紙２ 

 

「事務職員・技術職員・庶務職員・特別嘱託及びシニアスタッフの給与支給額、支給

割合等」中一部改正 

 

 

○ 題名を「事務職員・技術職員・庶務職員及びエキスパート職員の給与支給額、支

給割合等」に改める。 

 

 

〇 １．（３）を横線のとおり改める。 

 

（３）扶養手当 

 

 扶養手当は、本人の収入によって生計を維持する扶養親族を有する者に支給する。

ただし、企画役級以上またはこれに相当する者には支給しない。 

 

区 分 月 額 

配偶者または配偶者

がない場合の第 1 子 

    円 

35,10028,000 

その他の子女 3,4007,800 

障害者 7,800 

 

 

○ １．（４）を横線のとおり改める。 

 

（４）満年齢 55 歳以上の者の俸給及び資格給の取扱い 

 

満年齢 55 歳以上の者については、（１）及び（２）で定めた俸給及び資格給に以下

の率を乗じた額をもって俸給及び資格給とする。ただし、本人の職責及び勤務成績等

に応じて、それぞれの率につき±５／１００－５／１００から＋１０／１００までの

範囲内で加減することができる。 

 

イ、 

    略（不変） 

ロ、 

 

 



○  ２．（１）ハ、を削る。 

 

 

 

〇 ２．（７）を横線のとおり改める。 

 

（７）単身赴任手当 

 

単身赴任手当は、転勤に伴って、やむを得ない事情により生活の本拠地を離れて単身

赴任する者に支給する。 

 

 支給区分および支給金額（1 か月当り） 

生活の本拠地と勤務地間の距離 

 100km

未満 

100km

以 上

200km

未満 

200km

以 上

400km

未満 

400km

以 上

600km

未満 

600km

以 上

800km

未満 

800km

以 上

1,000km

未満 

1,000km

以 上

1,500km

未満 

1,500km

以上 

企 画 役

級 以 上

の者 

円 円 円 円 円 円 円 円 

24,000 20,000 

39,000 

34,000 

50,000 

45,000 

59,000 

54,000 

66,000 

60,000 

70,000 

71,000 

77,000 

77,000 

そ の 他

の者 

20,000 16,000 

35,000 

28,000 

46,000 

37,000 

55,000 

44,000 

62,000 

48,000 

66,000 

57,000 

73,000 

61,000 

 

 

〇 ４．（１）を横線のとおり改める。 

 

（１）退職一時金 

 

退職一時金は、事務職員等が満 1 年以上勤続した後に、退職または在職中死亡

したときに支給する。 

 

退職一時金は、退職手当計算基準俸給に基本支給割合を乗じたものとする。そ

の際、功労に応じ、退職手当計算基準俸給に功労金支給割合を乗じた金額を、

功労金として加給することができる。また、満年齢 45 歳以上であり、かつ勤続

20 年以上の管理職であって総裁が認定した者（以下「認定退職者」という。）が

満年齢 60 歳に達する月より前に退職する場合には、満年齢 60 歳と退職の日に

おける認定退職者の年齢の差に相当する年数および早期退職加算割合を退職手

当計算基準俸給に乗じた金額を、割増金として加給することができる。 



 

イ、略（不変） 

 

ロ、退職一時金基本支給割合  

 

退職一時金基本支給割合は標準年齢に応じて定める（支給割合は別表３参照）。

ただし、慫慂に応じて退職した事務職員等については以下のとおり取扱う。 満

年齢50歳以上の認定退職者については、退職一時金計算に当たって、標準年齢

は55歳とする。この場合、定年退職時の標準年齢が55歳を下回るときは、定年

退職時の標準年齢を適用する。 

 

（イ）標準年齢50歳未満の慫慂退職者  

退職一時金計算に当たって、基本支給割合に1.20を乗じた支給割合を適用する。  

 

（ロ）満年齢50歳以上55歳未満の慫慂退職者  

退職一時金計算に当たって、満年齢 55歳に達する月で退職した場合の標準年

齢を適用する。 

 

ハ、功労金支給割合 

 

功労金支給割合は資格、職務等に応じて定めた基本割合及び職務加算割合を合

算したものとする。 

 

（イ）管理職 

資 格 基本割合  職 位 職務加算割合 

 11.50   15.5020.00 

 9.00  局長・審議役級 15.0019.00 

管理 1 級 8.50   14.5018.00 

 8.00   14.5015.50 

 7.50  参事役級 14.0014.50 

 7.00   13.5013.50 

    13.50 

    13.0012.25 

    12.5011.75 

   企画役級 12.0011.25 

    11.5010.25 

    11.009.75 

    10.509.25 



（ロ）総合職 

資 格 基本割合  職 位 職務加算割合 

 8.507.40   11.508.70 

総合 2 級 8.006.95  企画役補佐級 10.007.40 

 7.006.10   9.006.10 

 6.505.65  

主査・代理 

7.006.10 

 5.004.35  4.503.90 

総合 3 級 1.501.30  2.001.70 

 1.201.05    

 1.100.95    

 1.000.85    

 

（ハ）特定職・技術職員 1 種 

資 格 基本割合  職 位 職務加算割合 

 8.006.95   10.008.70 

副参事 1 級 7.506.50  企画役補佐級 8.507.40 

 7.006.05   7.006.10 

 6.505.65   7.006.10 

副参事 2 級 6.005.20  主査・代理 4.503.90 

 5.004.35   2.001.70 

 4.503.90    

副参事補 3.002.60    

 1.201.05    

 1.201.05    

特定書記 1.100.95    

 1.000.85    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ニ）一般職・技術職員 4 種 

資 格 基本割合  職 位 職務加算割合 

主管 

10.509.15   5.004.30 

10.258.90  企画役補佐級 4.503.90 

10.008.65   4.003.50 

9.508.25   4.003.50 

9.258.00  主査・代理 3.753.30 

9.007.75   3.503.10 

 9.007.85   3.503.10 

 8.507.40  事務主任 3.252.85 

 8.006.95   3.002.60 

 7.506.50   2.001.75 

副主管 6.505.65  事務副主任 1.251.10 

 5.504.80   0.500.45 

 5.004.35    

 4.503.90    

 4.003.45    

主務 1 級 

主務 2 級 

3.503.05    

2.502.20    

1.501.35    

副主務 1 級 1.301.15    

副主務 2 級 1.251.10    

副主務 3 級 1.201.05    

 1.201.05    

一般書記 1.100.95    

 1.000.85    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ホ）技術職員２種・庶務職員 

資 格 基本割合  職 位 職務加算割合 

 27.0023.55   2.502.15 

 26.7523.30  主任 2.251.95 

作業技師 1 級 26.5023.05   2.001.75 

監督庶務 1 級 22.0019.20   1.751.50 

 21.7518.95  副主任 1.501.30 

 21.5018.70   1.251.10 

作業技師 2 級 

監督庶務 2 級 

17.7515.50    

17.5015.25    

17.2515.00    

作業技師 3 級 

監督庶務 3 級 

15.5013.50    

15.0013.05    

14.5012.60    

作業技師補 1級 

8.006.95 

7.506.55 

2.001.75 

   

監督庶務補 1級    

作業技師補 2級    

監督庶務補 2級    

技術員 1 級    

庶務員 1 級    

 8.006.95    

 7.506.55    

技術員 2 級 2.001.75    

庶務員 2 級 1.501.30    

 1.000.85    

 0.500.40    

 

ニ、早期退職加算割合 

 

早期退職加算割合は、基本支給割合及び功労金支給割合を合算したものに職

位に応じて定めた割増乗率を乗じたものとする。 

 

職 位 割増乗率 

参事役級 0.01 

企画役級 0.02 

 

 

 



○ ４．（２）を横線のとおり改める。 

 

（２）年金 

 

年金は、事務職員等が満 2520 年以上勤続した後において、退職または在職中死

亡したときに支給する。ただし、政策委員会が特に認めた場合には、勤続期間が満

20 年以上満 25 年未満で退職または在職中死亡したときにも支給することができる。 

 

年金は、退職手当計算基準俸給に年金支給割合を乗じた金額を年額とする。年金

支給割合は、基本支給割合に資格・職務乗率を乗じたものとする。 

 

（年金支給割合） 

イ、基本支給割合 

（満年齢 60 歳支給） 

標 準 年 齢 支給割合 

38 歳 11 か月以上 39 歳 11 か月未満 2.09 

39 〃 40 〃 2.22 

40 〃 41 〃 2.35 

41 〃 42 〃 2.48 

42 〃 43 〃 2.61 

43 歳 11 か月以上

〃 

44 歳 11 か月未満

〃 

3.382.95 

44 〃 45 〃 3.453.01 

45 〃 46 〃 3.523.07 

46 〃 47 〃 3.593.13 

47 〃 48 〃 3.663.19 

48 〃 49 〃 3.733.25 

49 〃 50 〃 3.803.31 

50 〃 51 〃 4.103.57 

51 〃 52 〃 4.403.83 

52 〃 53 〃 4.704.09 

53 〃 54 〃 5.004.35 

54 〃   5.304.61 

 

ロ、資格・職務乗率 

 

資格・職務乗率は、在任した最も上級の資格及び職位等に応じて定めた基本乗

率及び職務加算乗率を合算したものとする。 



 

（イ）管理職 

資 格 基本乗率  職 位 職務加算乗率 

 1.33  局長・審議役級 0.150.16 

管理 1 級 1.22  参事役級 0.140.15 

 1.15  
企画役級 

0.130.14 

   0.11 

 

（ロ） 

  ∫   略（不変） 

（ホ） 

 

 

○ ５．を次のとおり改める（全面改正）。 

 

５．エキスパート職員の月手当  

 

エキスパート職員（専任職及び業務職）の月手当は、職務及び機能度等により定め

た時間給に基づき、実働時間に応じて支給する。 

時間給は下表のとおりとする。ただし、下表の金額を下回る時間給を適用すること

が適当と認められる者に対する時間給の金額は、総裁が別に定める。 

 

（１）専任職（管理職から再雇用された者） 

 

時 間 給 

 

4,200 

4,000 

3,800 

3,600 

3,400 

3,200 

3,000 

2,850 

円 

  



（２）業務職 

イ、事務職員、技術職員１種または技

術職員４種から再雇用された者 

 ロ、 技術職員 2 種または庶務職員か

ら再雇用された者 

 時 間 給    時 間 給  

  円     円  

 2,800     1,850   

 2,700     1,750   

 2,600     1,650   

 2,500     1,550   

 2,400     1,450   

 2,300     1,350   

 2,200     1,250   

 2,100     1,200   

 2,000     1,150   

 1,900     1,100   

 1,800     1,050   

 1,700     1,000   

 1,600     950   

 1,500        

 1,400        

 1,350        

 1,300        

 1,250        

 1,200        

 1,150        

 1,100        

 1,050        

 1,000        

 

○ ６．を削る。 

  



○ 別表１の１．（３）を横線のとおり改める。 

 

（３）一般職および技術職員 4 種 

資 格 基本資格給  資 格 基本資格給 

 円    

   副主務 3 級  

主 管 略（不変）   略（不変） 

     

   一般書記  

 401,000    

 385,970    

 375,950    

 360,920    

副主管 350,900    

 335,870    

 325,850    

 315,830    

 305,810    

 

 略（不変） 

   

主務 1 級    

    

    

主務 2 級    

    

    

副主務 1 級    

    

    

副主務 2 級    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇 別表２を横線のとおり改める。 

 

（別表２） 

 

退職手当基本資格給 

 

１．事務職員および技術職員１・４種 

（１）管理職 

 

資 格 基本資格給 

管理 1 級 

円 

254,000 

239,000 

230,000 

220,000 

210,000 

206,000 

200,000 

195,000 

190,000 

186,000 

 

 

  



（２）総合職 

 

資 格 基本資格給 

 円 

総合 2 級 

200,000 

185,000 

180,000 

165,000 

155,000 

150,000 

140,000 

135,000 

総合 3 級 

120,000 

115,000 

100,000 

40,000 

30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（３）特定職および技術職員 1 種 

 

資 格 基本資格給 

副参事 1 級 

円 

165,000 

162,000 

156,000 

150,000 

副参事 2 級 

130,000 

128,000 

120,000 

副参事補 

110,000 

105,000 

100,000 

45,000 

特定書記 
40,000 

30,000 

 

  



（４）一般職および技術職員 4 種 

資 格 基本資格給 

 円 

主管 

129,000 

115,000 

109,000 

106,000 

103,000 

 

副主管 

96,000 

93,000 

90,000 

77,000 

74,500 

71,000 

主務 1 級 

68,500 

68,000 

67,500 

67,000 

65,000 

主務 2 級 

66,500 

66,000 

65,500 

65,000 

副主務 1 級 

48,000 

47,500 

47,000 

45,000 

副主務 2 級 

46,500 

46,000 

45,500 

45,000 

副主務 3 級 

45,000 

41,000 

40,000 

一般書記 
40,000 

30,000 

 

 



２．技術職員２種 

 

資 格 基本資格給 

 円 

作業技師 1 級 

113,000 

109,500 

106,500 

103,000 

99,500 

作業技師 2 級 

97,500 

96,500 

96,000 

94,500 

93,000 

作業技師 3 級 

85,500 

85,000 

84,500 

84,000 

作業技師補 1 級 

44,250 

44,000 

43,750 

43,500 

42,500 

作業技師補 2 級 

43,250 

43,000 

42,750 

42,500 

技術員 1 級 
40,500 

40,000 

技術員 2 級 

38,000 

37,500 

20,000 

 

 

 

 

 

 



３．庶務職員 

 

資 格 基本資格給 

 円 

監督庶務 1 級 

95,500 

92,000 

89,000 

86,000 

83,000 

監督庶務 2 級 

82,000 

80,500 

79,500 

78,500 

監督庶務 3 級 

74,500 

74,000 

73,500 

73,000 

監督庶務補 1 級 

31,750 

31,500 

31,250 

31,000 

30,000 

監督庶務補 2 級 

30,750 

30,500 

30,250 

30,000 

庶務員 1 級 
25,500 

25,000 

庶務員 2 級 

23,000 

22,500 

20,000 

 



○ 別表３を次のとおり改める（全面改正）。 

 

月 ∖

標年 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

標年

∕ 月 

0 

 

0.43  0.93  1.66  2.47  2.95  3.43  3.92  4.52  5.15  6.12  7.20  8.28  9.36  10.48  12.04  13.64  15.68  17.72  0 

1 0.47  0.99  1.73  2.51  2.99  3.47  3.97  4.57  5.23  6.21  7.29  8.37  9.45  10.61  12.17  13.81  15.85  17.89  1 

2 0.51  1.05  1.80  2.55  3.03  3.51  4.02  4.62  5.31  6.30  7.38  8.46  9.54  10.74  12.30  13.98  16.02  18.06  2 

3 0.55  1.11  1.87  2.59  3.07  3.55  4.07  4.67  5.39  6.39  7.47  8.55  9.63  10.87  12.43  14.15  16.19  18.23  3 

4 0.59  1.17  1.94  2.63  3.11  3.59  4.12  4.72  5.47  6.48  7.56  8.64  9.72  11.00  12.56  14.32  16.36  18.40  4 

5 0.63  1.23  2.01  2.67  3.15  3.63  4.17  4.77  5.55  6.57  7.65  8.73  9.81  11.13  12.69  14.49  16.53  18.57  5 

6 0.67  1.29  2.08  2.71  3.19  3.67  4.22  4.82  5.63  6.66  7.74  8.82  9.90  11.26  12.82  14.66  16.70  18.74  6 

7 0.71  1.35  2.15  2.75  3.23  3.71  4.27  4.87  5.71  6.75  7.83  8.91  9.99  11.39  12.95  14.83  16.87  18.91  7 

8 0.75  1.41  2.22  2.79  3.27  3.75  4.32  4.92  5.79  6.84  7.92  9.00  10.08  11.52  13.08  15.00  17.04  19.08  8 

9 0.79  1.47  2.29  2.83  3.31  3.79  4.37  4.97  5.87  6.93  8.01  9.09  10.17  11.65  13.21  15.17  17.21  19.25  9 

10 0.83  1.53  2.36  2.87  3.35  3.83  4.42  5.02  5.95  7.02  8.10  9.18  10.26  11.78  13.34  15.34  17.38  19.42  10 

11 0.39 0.87  1.59  2.43  2.91  3.39  3.87  4.47  5.07  6.03  7.11  8.19  9.27  10.35  11.91  13.47  15.51  17.55  19.59  11 
月 ∖

標年 
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55以上 

標年∕ 

月 
 

0 19.76  21.80  23.85  26.01  28.17  20.75  21.95  24.47  27.00  29.64  32.28  34.92  37.56  40.20  42.88  46.00  49.12  

52.20  

 

0  

1 19.93  21.97  24.03  26.19  28.35  20.84  22.16  24.68  27.22  29.86  32.50  35.14  37.78  40.42  43.14  46.26  49.38  1  

2 20.10  22.14  24.21  26.37  28.53  20.93  22.37  24.89  27.44  30.08  32.72  35.36  38.00  40.64  43.40  46.52  49.64  2  

3 20.27  22.31  24.39  26.55  28.71  21.02  22.58  25.10  27.66  30.30  32.94  35.58  38.22  40.86  43.66  46.78  49.90  3  

4 20.44  22.48  24.57  26.73  28.89  21.11  22.79  25.31  27.88  30.52  33.16  35.80  38.44  41.08  43.92  47.04  50.16  4  

5 20.61  22.65  24.75  26.91  29.07  21.20  23.00  25.52  28.10  30.74  33.38  36.02  38.66  41.30  44.18  47.30  50.42  5  

6 20.78  22.82  24.93  27.09  29.25  21.29  23.21  25.73  28.32  30.96  33.60  36.24  38.88  41.52  44.44  47.56  50.68  6  

7 20.95  22.99  25.11  27.27  29.43  21.38  23.42  25.94  28.54  31.18  33.82  36.46  39.10  41.74  44.70  47.82  50.94  7  

8 21.12  23.16  25.29  27.45  29.61  21.47  23.63  26.15  28.76  31.40  34.04  36.68  39.32  41.96  44.96  48.08  51.20  8  

9 21.29  23.33  25.47  27.63  29.79  21.56  23.84  26.36  28.98  31.62  34.26  36.90  39.54  42.18  45.22  48.34  51.46  9  

10 21.46  23.50  25.65  27.81  29.97  21.65  24.05  26.57  29.20  31.84  34.48  37.12  39.76  42.40  45.48  48.60  51.72  10  

11 21.63  23.67  25.83  27.99  20.66  21.74  24.26  26.78  29.42  32.06  34.70  37.34  39.98  42.62  45.74  48.86  51.98  11  

 


